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國 再審 ・えん罪事件全国連絡会第29回 総会

無実の人を救うための諸活動 に努力さ

れている皆さま、おつかれさまです。年に

1回 おこなわれている本会の総会の時期

が近づきましたので、お知らせさせていた

だきます。

昨年の総会以降、冤罪をめぐる情勢が

大きく動いています。今年3月 、湖東記念

病院人 工呼吸器 事件で、西 山美香さん

に再審無罪判決を勝ち取 りました。最高

裁で再審 を取り消された鹿児 島・大崎事

件 は、第4次 再審請求審で、10月12日

に裁判 体と検 察官が事件現場 を訪れ 、

近隣住 民が被害者を救助 ・搬送した場面

を再現 し検証 するなど、審理が大きく前

進しています。名 張事件、豊川幼児殺人

事件 では、裁判長 の交代 後、証拠 開示

がおこなわれ 、進行協議もおこなわれる

ようになりました。

再 審 ・え ん 罪 事 件 全 国 連 絡 会 第29回 総 会

嚥12月12日(土)13時 半～16時 半

医二國 平和 と労働センター304、305会 議室

東京都文京区湯 島2-4-4

平和 と労働セ ンター3階輌
htts://zoom.us/'/94003238110?wd=:THBQaU2Ulh

一 一NK3dlZkN　K2　R　HBQd　 O9

ミー テ ィン グID:94003238110

パ ス コー ド:548629

回

鼎

,

 

回

゜
.
回

圃 ● リモー ト(ネ ッ ト会議)併 用でお こないます。

リモー ト参加 希望の方 は、上記 のア ドレスか ら

ご参加 くだ さい。総会開始前まで に参加 申 し込

み をお願 い します。　ZOOMの 使い方が分か らな

い方はサポー トしますので事務局まで どうぞ。

●宿泊が必要な方は、各 自で ご手配願います。
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一方で
、今市事件では、犯行の根幹に関わる部分の立証を、予備 的訴因の追加 によって不問にして有罪と

した東京高裁の決定を最高裁が追認。上告が棄却され、勝又さんが千葉刑務所 に収監されるなど、冤罪をめ

ぐって厳しいせめぎ合いが続いています。

こうしたなか、再審法改正を求める各地の地方 自治体の意見書を採択させる運動が広がりを見せており、各

地で議会への要請活動がおこなわれています。当連絡会としても冤罪をなくす再審法改正の実現にむけて奮

闘し、袴 田事件 、日野 町事件などの再審事件をはじめ、支援事件の勝利をめざします。ご協力をお願いしま

す。

本総会は、今 日の再審 ・えん罪事件の歴史的な課題を担って開催されます。ぜひ、多くの加盟支援団体か

らのご参加をよろしくお願 いします。添付した参加 申込書でお 申込みください。

なお、総会前 日の12月11日 は、国会議員会館で袴 田事件の支援集会と最 高裁要請などをおこなうアピー

ル行動が取り組まれます(主 催は実行委員会)。本紙1'1ページに告知がありますので、あわせてご覧ください。

鹿児 島 ・大 崎事件

裁判官が事件現場で検証
原 口さんを有罪 とした死因の誤 りを確認

1979年 、鹿児島県大崎町で、男性(以 下、「四郎さん」とする)の遺体が 自宅牛小屋の堆肥の中から発見さ

れ、義理の姉(当 時)で ある原 ロアヤ子さんが元夫らとともに四郎さんを殺害したとされ殺人罪と死体遺棄罪に

問われた大崎事件。IQ月12日 、鹿児 島地裁 は、大崎町を訪れ、現場の状況などを確認しました。第3次 再審

請求で昨年、最高裁判所 は地裁と高裁の判断を覆して再審を認めない不 当な決定をし、今年3月 に4度 目の

再審の申し立てをおこなっていました。今回、三者協議という形で裁判所と弁護 団、検察が非公 開で現場を

「検証」したものです。

「事件」当日、四郎さんは、酒に酔い、自宅から1・5キロ離れた地点で自転車ごと落差1メートルの側溝 に転

落し、付近の住民に助け上げられ、路上に放置されました。午後6時 頃から約2時 間半路上に倒れていたとこ

ろを近隣住民2人 に軽トラックで 自宅に運ばれました。確定判決は、自宅に運ばれた時には、単に酔いっぶれ

ていただけだとし、自宅到着後 に泥酔のため自宅の土間に座 り込んでいたところを義姉の原 口さんら4人 に殺

害されたとしています。

三者協議当 日は、本件が殺人事件ではなく事故であったことなどが、この間集まった募金を用いて周 防正行

監督が撮影した再現映像 で説明され、深さ1メートルの側溝に転落した四郎さん役の男性を自宅があった場

所に運ぶなどしました。

現場 には、四郎さんの死因が絞殺ではなく、非

閉塞性腸管虚血(NOMI)に よる急性腸管壊死

であるとの医学鑑定をした埼玉医科大高度救命

救急センター長 の澤野誠教授も同行し、供述ど

おりの救助方法により、四郎さんがどのような状

態になったのかを説 明しました。記者会見で澤

野教授は、きちんとした装備を備えていない人が

救助した場合、どのような方法を採っても首にさ 映画監督の周防正行さんが供述調書などをもとに「被害者」が

倒れていた現場の再現映像を作っているところ(弁護団提供)
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らなる損傷が加わることがはっきりした旨述べました。

裁判所が直接 、現場の状況を確かめたのは、第1次 再審請求時の96年 以来、24年ぶり。弁護 団事務局長の

鴨志 田祐美弁護 士は、「百聞は一見にしかずで、裁判所 にもそれが伝わったと思います。アヤ子さんを救える

という手応えを感 じています」と話しています。(救援新 聞より)

裁判 官の現 場検証 、その時支援者 は…

この 「現場検証」を成功 させ るために、地元の 「再審 をめざす会」や国民救援会の会員が準備や調査 、

当日の運営 に力を発揮 しま した。その様子を稲留さんに聞きま した。

■当時の現場を調査

8月29日 、東京から来た周防監督Lはじめ4人 のスタ ッフと支援者8人

で打ち合わせ。「第一現場」である四郎さんが落ちた側溝の状況(コ ンク

リか未舗装か)を 調べることにしま した。 ところが、大崎町役場 には資

料な し。大崎町図書館 にも資料はなかった。志布志図書館に 「垂直写真

で見るかごしま」があ り、該当地域の コピーを鴨志田弁護士 に送付 しま

した。

もっと有力な手掛か りはないかと地元住民を訪ねたところ、「事件当時

は舗装 してあった」との回答 を得ます。勢いづき、近 くにあ る小能公民

館に行くと、記念碑の側面に 「広域営農団地農道整備 昭和53年 ～54

年」とあり、その頃すでに舗装工事 されていたことが証明されま した。

これにより、四郎 さんが側溝 に落ちれば、相当なダメージがあったこと

が分か りました。
工事の事実を示す記念碑

■事件現場 を清掃

10月4日 、弁護団よ りアヤ子 さんが事件当時に通 った道と遺

体が発見 された 「第二現場」の清掃依頼があ りました。台風の

倒木や落ち葉を片付け、道路が姿を現 しました。竹や木が41

年間放置されていた場所 もあ りま したが、一人一人が再審無罪

になるのであれば、どんなきつい作業 でもやろうと意気込んで

いました。

東京から来る撮影スタッフの待機場所と して、小能公民館 を

借 りようと提案。ところが館長に申 し入れたところ、利用者の

PCR検 査徹底を条件とされま した。一人約3万 円のPCR検 査 を

11人 がおこない、全員の陰性を確認。診断書(別 途一人5000

倒木を整理して綺麗にした道

円か ら1万 円)を 提 出し、 ようや く利用許可 を得ま した。また、弁護団が利用するために西井俣公民

館 を借用。両公民館とも、地元の支援者が鍵開けと使用後の挨拶 をおこない、掃除もしま した。

■団結を力 に今後 も頑張 る

10月10～11日 は、撮影がスムーズにおこなわれ るよう、シフ トを

組 んで交通誘導 をおこないま した。のべ18人 が協力 しま した。10月

12日 の裁判 官の「現場検証」は、撮影隊のメンバーがおこないました。

撮影隊の皆さんは、8月28日 ～29日 、9月30日 、10月10日 ～

12日 と来町されま した。10月 は台風のため、陸路 で東京から鹿児島

まで移動 され、大変な日々だったと思います。

終了後、弁護 団の皆 さまから 「現場 を綺麗に掃除 してくれたおかげ

で現場再現 を実現することができた」とお礼の言葉がありま した。弁

護 団、撮影隊、支援者が力を合わせて成果を出すことができ、嬉 しさ

がこみ上げました。今後はさらに団結を強め、支援者と して宣伝活動、

署名活動 を中心 に、できるところで頑張る決意です。(稲 留淳子) 掃除の合間に(左が稲留さん)
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三重 ・名 張毒ぶどう酒事 件

真犯人の存在を示唆
弁護団が意見書 ぶ ど う酒 ビン 「二度 開 け」 の裏 付 け

名張毒ぶ どう酒事件の弁護 団は10月28日 、名

古屋高裁刑事2部(鹿 野伸二裁判長)に 、封かん

紙の糊の鑑定に関す るあ らたな と鑑定結果 と補充

意見書を提 出 しま した。鑑定は、奥西勝 さんが毒

を入れた とされ るぶ どう酒の ビンロにまかれてい

た封かん紙 の裏 面か ら、食品には使用が認 め られ

ていない合成糊 の成分が検出 された とい うもので

す(澤 渡鑑定)。 弁護団はこの鑑定結果か ら、真犯

人が封かん紙 を剥が して開栓 し、毒物 を混入 した

後に再び糊 で貼 り直 した ことが強 く推認 され、奥

西 さんに しか犯行 の機会がなかった とす る状況証

拠の価値 が否定 され るとしました。

裁判所に向かう弁護団

さらに、誰かが栓 を閉めて封 かん紙 を貼 りなお した とすれば、封

かん紙 を破 って開栓 し、毒物を混入 し、封 かん紙は剥がれたままに しておいた とす る奥西 さんの 「自

白」に重大 な誤 りがあ り、 自白の信用性 も否定 されると強調 しま した。

会見 を開いた弁護団は、「2016年 にいったんは今回 と同様の意見書 を提 出 したが、当時の山 口裕

之裁判長 は、(成 分 を分析 した図を比較 して)『 形状が違 うん じゃないの』 と、科学に対 して印象 で請

求を棄却 した。今回、新裁判長のも とで再測定をお こない、(科 学の)素 人の裁判官で も理解できるよ

うな ものを提 出 した」 と述べま した。 また、前回の鑑定では裁判所が証拠 の殿損 を恐れて、測定の際

の圧力7Nに 減 じてお こなったが、今 回は推奨 され る60Nで 計測 した ことで、結果が よ り鮮明になっ

たと報告。「鑑定結果 は奥西 さんの 『自白』と明確 に矛盾するもので、再審 開始 され るべき」 と述べま

した。

名張事件は1年 前 に着任 した現裁判長 の もとで証拠 開示

もすすんでいます。3月 に開示 された村人の供述調書 によっ

て、懇親会 がは じまる前のぶ どう酒 ビンに封かん紙が巻かれ

ていた ともあ り、今 回の鑑定はそのことを裏付 けています。

事件か ら約60年 を経て、奥西 さんが犯人であ るとされた事

実認 定に大きな間違 いが あった ことが明白にな りま した。

事件 は三重県名 張市で1961年 に起きた毒物混入事件で、

5人 を殺害 した犯人 として奥西 さんが死刑判決 を受 けたもの

です。一審無罪で したが二審で死刑判決。奥西 さんは再審請

求中に無念の獄死。妹 の岡美代子 さんが第10次 再審請求 を

申し立てています。(救 援新聞 より)

意見書の内容を解説する鈴木弁護団長
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静岡 ・袴 田事件

「科学的根拠ない」と高裁決定批判
弁護 団5点 の衣類の色 について最高裁 に補充意見書

死刑囚の袴 田巖 さんが再審を求めている袴 田事件で、弁護 団は11月9日 、最高裁 に補充意見書 を

提出 しました。

2014年 に再審 を認 めた静岡地裁 は、犯行着衣 とされた5点 の衣類を1年 味噌 に漬 けた弁護団の

実験 を採用。写真 に残 る5点 の衣類 の色味が薄 く、「1年 以上味噌に浸かっていたに しては不 自然」と

指摘 していま した。 これ に対 し東京高裁は 「写真 は色合いが正確でな く、大 まかな色合い傾 向の把握

にも不適当」 として、再審 を取 り消 していま した。

弁護団は意見書で、写真は退色 しているが、画像 の性質を数値化 した分布図を見 ると、色 を構成す

るRGB三 原色の情報 は残 り、濃淡差 は把握で きる と主張。「白に近い色調 」か、血痕が 「赤み を帯び

ている」かの判断 に支障 はない としま した。

また、醸造 中の味噌に血液が触れ ると、メイ ラー ド反応(糖 とア ミノ酸が結合 して茶色 くなること)

によって血痕 が 「黒に近い暗褐色」 になることから、開始決定は5点 の衣類が1年 以上経過 したのに

「(血痕の)赤 みが強す ぎ不 自然」と認 めていま した。 これに対 し取 り消 し決定は、弁護団が主張す る

味噌がタンク内で遮光 されてい ることや、上から新たな味噌が仕込まれた ことで8tの 圧力がかか り、

メイ ラー ド反応が どの程度進むかにっいて、的確 に推測することは懇談だ と否定 していま した。弁護

団は意見書で、メイ ラー ド反応に光は関係な く、8tの 重量は正 しく計算すれ ば1平 方センチ200

gの 重量にす ぎない と主張 し、決定は科学的根拠のない憶測だ としました。(救 援新聞よ り)

滋賀 ・日野 町事 件

弁護団が記者らと懇談
模擬遺体の抱 きかかえ体験や手首結束 ヒモの実演 も

10.月11日 、滋賀県 日野町内にて 目野町事

件弁護 団主催 の 「記者 ・ジャーナ リス トとの懇

談」が行われ 、新聞 ・テ レビ18社32人 、弁

護団、支援者 らを含 め合計61人 が参加 しま し

た。 これはかねて よりマスコ ミ関係者 か ら、事

件の内容 をもっと詳 しく知 りたい との要望があ

り、事件の地元、 日野町内で開催 され たもので

す。 主催者 あい さつ に立った弁護団長 の伊賀興

一弁護士は
、可能 な範囲で弁護 団か ら事件資料

を提供 し、またマスコ ミか らも情報を提供 して
記者向けにおこなわれた懇談会の様子

いただいて事件解 明に役立てたいと述べ、そのためのルールについて も提案 されま した。

懇談会は、「消えたア リバイ」を製作 した元MBS毎 日放送デ ィ レクターの里見繁氏(現 関西大学社

会学部教授)か ら、 どうい う思いで 「消 えたア リバイ」を作ったのかについて講演があ り、里見教授
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は、 あの頃は記者のために弁護団が何かをする とい うのは皆無で、 この10

年間いまのジャーナ リス トはす ごく幸せ な状況 ができてい る、 と述べ、き ょ

うは画期的だ と評価 しま した。里見氏は1986年 の大阪府 高槻市の選挙違

反事件で147人 全員が ウソの 自白をしたが、無罪判決が出たことを知 り、

関係者に取材 を した ところ一人、二人 と自白を し、10人 、20人 が 自白す

るとまだ 自白していない人に 「早 く終わ らせ よ う」 と電話 をす る、そ うする

と自白をしていない人は肩身が狭 くな り、結局警察の思い通 りの 自白を して

しま うと述べ、それか ら冤罪 にのめ り込む よ うにな り、 自分か ら東京 の国民

救援会の本部に行って支援 している冤罪事件 を片っ端か ら教 えてもらった と

語 りま した。また司法研修所 では裁判官 と検察官を志望す る人は肩たたきが

あ り、

とん どないのではないか、

○○ さんになる、

講演する里見さん

99パ ーセ ン トを超 える有罪率のなかでは無罪を書 く必要がな く、無罪の判定 を下す余地はほ

と述べま した。 また冤罪 の人の呼び方 について、 自分が冤罪 を確信 した ら

しか し客観報道は○○受刑者 とか○○死刑囚になる。い まは裁判所の判 断を基準に

して記事 を書 くが、裁判所が ぐらついた ときに客観報道の基準は どこに置 くかについて、足利事件で

は裁判所が検察の主張に乗 って、誤 ったDNA鑑 定をもとに有罪判決 を出 した。裁判所は難 しい科学

鑑定は検察の判断に委ねているので、裁判所 の基準で原稿 を書 く必要はな く、 自分が勉強 して出 した

結論 と弁護人 のほ うに乗っかって書いてい くのが一番客観 的な報道方法だ と思 う、 と述べま した。

続いて弁護団か ら即時抗告審 における重点証拠の論証にっいて報告があ り、記者 か ら 「遺体 の死斑

が背 中全体に出ているのは 自白と合わない とい うことだが、実験す るのであれば新証拠 の瞬間を撮影

したい」 「遺体が3週 間 も野外に放置 され ていれ ば衣類に傷みや汚れがあるのではないか」 「証拠 の閲

覧はあ りがたい」な ど質問や要望が出 され、異 口同音 に 「このよ うな集 ま りを開いていただきあ りが

とうございます」 と謝意が述べ られま した。伊賀弁護 団長は、阪原 自白に沿 って現場 を、同時期 、同

時刻 に巡 ってみませ んか、 と提起 しま した。 また会場 では、模擬遺体 の抱きかかえ体験や投棄金庫 の

同型展示 、手首結束 ヒモ の実演 も行 われま した。遺族 の阪原弘次 さん と妹 の美和子 さん も出席 し、「一

審判決を聞いた とき、いつ、 どこで殺 し、何 を盗 ったか分か らないがお前が犯人だとい う無罪判決 を

聞いているよ うな有罪判決だった」(長男弘次 さん)、「父を犯人にす るんだったら遺体 を棄てて店に戻

ってお酒 を飲んだとい うんな ら、そのコップについた指紋 を証拠 として出 してほ しい」「一升瓶につ い

た指紋を出 してほ しい」「父の無罪 を立証す る証拠 を私たち遺族 も集 めていきたい」(長女美和子 さん)

とそれぞれ あい さつ を行いま した。

(国民救援会滋賀県本部事務局長 ・川東繁治 さん)

茨城 ・布川国賠訴訟

一審勝訴で臨んだ控訴審が結審へ

12月15日 、最終弁論 で桜井 さんが意 見陳述 へ

国と県の控訴により2019年6Aか ら東京高裁で審理されていた布川 国賠控訴審裁判の最終弁論 が12月1

5日 と決まりました。桜井 昌司さんと弁護団の意見陳述を予定しています。

高裁では、地裁判決が「①裁判の結果 に影響する可能性が明 白なものにっいて検察官の証拠開示義務を

認 め、また②結果に影響する可能性 が明白とまではいえなくとも、特定して証拠開示 申立てがあった場合 に不
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開示の合理的理 由がないときは開示義務を負う」としている点が争点となっています。弁護 団は、検察が虚偽

を言って無実につながる証拠の存在を隠した点をとくに悪質性が高いと主張しています.加 えて、地裁で認め

られなかった、証拠をいわば捏造して強引な起訴をした吉 田検事の起訴の違法も主張しています。また、検察

官の手持ち証拠が警察から検察官 に送致された時期 にっいて、高裁の裁判官も検察 に明らかにするよう求め、

弁護団も予想 される時期を主張しましたが、検察は明らかにすることを一切拒否 しています。最終弁論をおこ

なう第3回 口頭弁論は、12.月15日10時30分 ～12時 、東京 高裁101号 法廷です。

【要請先】〒100-8933東 京都千代 田区霞が関1-1-4東 京高裁第20民 事部 村上正敏裁判長

(冤罪・布川事件の国家賠償請求訴訟を支援する会・山川清子)

栃 木 ・今市事件

間違った有罪判決を検証
シ ン ポ ジ ウ ム に162人(リ モー ト含む)

3月 に最高裁で無期懲役が確定した栃木 ・今市事件のシンポジウム「今市事件は終わっていない一 誤った

有罪判決を斬る」が10月24日 、東京 ・文京区でおこなわれ、リモート参加を含め、162人 が参加 ・視聴しました。

主催 は、えん罪今市事件 ・勝 又拓哉さんを守る会と国民救援会栃木県本部・同中央本部。パネリストは、元裁

判官・弁護士の木谷明さん、神奈川大学教授の白取祐司さん、九州大学教授の豊崎七絵さん、映画監督の

周防正行さん、元弁護団・弁護士の今村核さん。弁護 士の泉澤章さんがコーディネーターを務 めました。高裁

判決の感想と今回の判決の特徴 、再審 に向けて語ったシンポジウムの一部を紹介します。(救 援新聞より)

粗雑な高裁の判決

木谷一高裁判決を読んでびっくりしました。こんな判決がまかり通るのでは大変だと危機感を持ちました。それ

で、私も一石を投じないといけないと思い、「今市事件控訴審判決への5っ の疑問」という論文を書きました。

白取一高裁 は、録音 ・録画された「自白」映像 は実質証拠としては使わないとした。しかし、訴 因変更させて、

一審とは違う士俵をっくって
、証拠評価の見直しまでして、勝又さんを有罪とした。このような何が何でも有罪と

するという裁判 のやり方は、現行法の当事者 主義と真っ向から反するやり方だと思います。
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豊崎一粗雑な状況証拠論 という衣を被った 自白絶対主義の判決。手紙を除く6つの状況証拠は全部合わせ

ても推認力は強くないものです。手紙は証拠としての推認力が高いとしたが、それは事実上 「自白」と捉えてい

るからです。「自分でやったと言っているのだから、やったのだ」というのが控訴審判決の真の姿。

周防一判決 について最初 に思ったことは、控訴審の裁判官は、一審の裁判官や弁護団、検察を罵倒するか

のように批判 しました。そのうえで、俺が正しい判断をしてやるという感じでした。一審の争点整理ができていな

いというのなら、高裁 は一審判決を破棄して差し戻すべきだった。高裁には、人が人を裁くことについての恐れ

がまるでない。また、状況証拠から、勝又さんが犯人に間違いがないというのであれば、そのことを詳しく書くべ

きですが、俺が言うからそうなんだという感じです。どうしてこんなに自信があるのかと思いましたが、実は、自信

がないから、強権的な態度 に出ざるを得なかったのかと思いました。

今村一高裁 の判決を聞いて、珍妙なる判決だと感じました。自白の信用性について、殺害場所だとか殺害方

法などは信用できないとしながら、殺害したとの自認部分だけは信用できるというのです。しかも、自白で言っ

ているわいせつ行為については除いていますが、除いた根拠が判決文から分からないのです。結局、状況証

拠で有罪にしたのか、自白の自認部分も加えて判断しているのかがよく分からない書き方 になっているのです。

変な判決です。

高裁の認定を正す

豊崎一再審には、新規明白な証拠が必要ですが、それは確定判決を支える証拠を弾劾するものです。手紙

の証拠価値を否定することができれば、有効。自認部分しかない手紙の証拠価値を否定するためには、手紙

の作成過程を明らかにする新証拠などを発見することが重要で、かつ裁判所 に審理させることが必要です。

木谷 高裁判決は、7つの間接事実から勝又さんが犯人であることに合理的疑いを入れる余地がないとして

いますが、間接事実には消極的間接事実もあり、たとえば、ガムテープから勝又さんのDNAが 発見されてい

ないことがあります。判決は、手袋をしてガムテープを貼 り付ければDNAが 発見されないと言い訳をしていま

すが、ガムテープを貼り付 けるときに手袋をするということがあるか、ちょっと考えられないと思います。ですから、

ガムテープを貼り付けるということをやれば、DNAが 必ず発見されるということを証 明できれば突破 口が開かれ

るかもしれない。

白取一財 田川 事件では、確定判決 の事実認 定が弱かったということが突破 口だったと思いますが、この事件

の判決も事実認定が非常 に酷いわけですから、事実認定の酷さを突いていくことが大切と思います。

今後の主な 日程

▼12E2日(水)花 田郵便局事件 の国賠裁判 午前11時 ～大阪高裁別館81号 法廷

▼12月15日(火)布 川事件国賠 第3回 口頭弁論(結 審)12月15日(火)10時30分 ～12時 東

京高裁101号 法廷 ※傍聴人数の制限が予想 されてお り、傍聴券発行がほぼ確 定的(終 了後、 日比

谷 図書文化館地下大ホールで報告集会)
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獄 中か らの手紙(支 援者 に宛てられた手紙の一部を紹介します)

※勝又 さんは9月28日 に川越 少年刑務所か ら千葉刑務所 に移送 されま した

先 月のシンポジウムのニュースの話を、数人 の方か ら手紙 でお知 らせいただ

きました。大変 うれ しい話 でありがたく思いました。桜井 昌司さん(布 川 事件)か

ら千葉刑 務所 には他にも大 勢の(冤 罪)仲 間がいる、頑 張ろうと言われました。

時間はかかると思いますが頑 張 りたいと思います。

今 のところ雑 居 にいて5人 部屋 ですが私を入れて4人 が入っています。一人

は十数年もいるベテランで、後 の人 は来 て5カ 月、もう一人 が1～2カ 月ぐらいら

しく、私 も入 れて3人 が新人 でベテランの方がいろいろと部屋 のル ール とか工

場 での色 々なことのや り方 を教 えてくださいました。おかげで今 のところ大きなト

ラブルもなくなんとかやっていけています。

UiA,

まだ工場や雑 居 に来 て2週 間ちょいで慣れないことが多く、みんなも何かと大 目に見てくださっているこ

とも多いらしく、それ に甘 えず に早 いうちにいろんなルール に慣 れていきたく思 います。雑 居 での他 の方 と

の共 同生活 で、分担の作業 が週 に1回 役 割が変わるので、やることに慣 れなくて他 の方にご迷 惑をかけ

まくってて、このままヤバ いじゃないかと。食器 の拭き方とか手順 が細かくあって、こんからこん(混 乱)し ま

くっています。共同生活難 しいものですわ(^^;)

独 居の部屋 に移 させ てくれるのはだいたい3年 かかるのではないかと他 の方から聞きました。時 間がか

かるから慣 れないと駄 目です。頑 張ります。

工場での作 業は、金属 の工場 で最初 はヤスリで削る作業 をしていましたが、今 は組 み立てとか一応の

安 全教 育を受 けましたので、作業 の事故を起こさないように注意 します。作業している間は夢 中で集 中で

きて時 間を忘 れられて、す ごく良かったです。あと毎 目運 動 の時間があって、平 日に30分 運動 場 に行 っ

て体を動かせるのは助かる。他 の人 より走るスピードとか持続 力が足りなかったりで、まず基 本体力 を戻す

ため、今 はできるだ け運 動できる時は、走れるだけ走って体力 をつ けようと頑 張っています。拘 置所 に長く

いすぎて体力 落ちすぎて、少 しだ け走ったらもう息が上 がってしまって。頑張 らないでダメです わ。50代 の

方 が走るのにもついていけないのはショックですからね。体 力 を戻さなければ。

もし面会 に来ていただける方 がおられましたら、どうか連絡 をいただけれ ば助かります。手紙 のやりとりと

か がないと面会は難しいと言 われました。面会 に来る方 とは最 低1回 は手紙 のや り取りをして欲 しいと言

われましたので、どうかよろしくお願 いします。今 は3類 になってます ので、.月に5通 の手紙を発 信できるか、

月 曜 と水曜 に各1通 ずつ発信 でき、面会 に来ていただける方 はAの 初 めもしくは月末あたりにご連絡 を

いただ けれ ば手紙 を出す枠を予 定に入れられますのでよろしくお願 いします。

手紙 のや り取りは、まず 相手 の申請登録 をしてからじやないとできないので、願せ んが出せるのは月 曜、

水 曜なので、登録 は火 曜、木 曜になると思います。その後 に手紙 の発信なので、登録から発信 まで約1

週 間ほどかかると思います。面会 に来 てくださる方で、未 登録 の方 でしたら、手紙 が届くのは1週 間ほどで、

もうすでに登 録した方 なら、毎週 の月曜 、水曜 には発信 できますので、早 めに手紙を出せ ます。よろしく

お ねがいします。

あと、今 はどうや ら官本(刑 務 所の貸 し出し図書)で 高卒認 定とか色 々な仕組 みの本 を借 りられるらしく、

月 に2冊 のみ借 りられます。一応2冊 借 りる願せんを出してみましたが、来るまでどういうものなのかよくわ

か らないので、勉 強はや れるのかまだよく分 からないので 、そこら辺 のところはまだなんとも言 えない何 も

お 知 らせ できたず に申し訳 ないです。では今 回の手紙 はここら辺 で失 礼 します。またのお便 りまでどうか

お 元気 にいてくだ さい。ではで は。(2020年11月1日 記)
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賛助会員への入会、会費e年 末募金のホ願い

無実 の人 を救 うた めの 日頃 の活 動 に敬 意 を表 します 。 今 年 も ご支 援 、 ご協 力 あ りが

と うご ざい ま した。 今年3月 、湖 東 記 念病 院人 工 呼吸 器 事 件 で、西 山美 香 さん に再 審

無 罪判 決 を勝 ち取 りました。

昨年 、最 高裁 で再 審 を取 り消 され た鹿 児 島 ・大 崎事 件 は 、3月 に 申 し立 て た第4次

再審 請求 審 で、10月12日 に裁 判体 と検察 官 が事件 現場 を訪 れ、近 隣住 民 が被 害者 を救

助 ・搬 送 した場面 を 再現 し検 証 す る な ど、審理 が 大 き く前 進 してい ます 。 名 張 事件 、

豊 川 幼児 殺人 事件 で は、裁 判長 の交 代 後 、証 拠 開 示 がお こなわれ 、進 行 協 議 もお こな

われ る よ うにな りま した。

一 方 で 、今 市事 件 では 、犯行 の根 幹 に関わ る部 分 の 立証 を、予備 的訴 因 の追加 に よ

って不 問 に して有 罪 とした東 京 高裁 の決 定 を最 高 裁 が追 認 。上 告 が棄 却 され 、勝 又 さ

ん が千葉 刑務 所 に収 監 され るな ど、冤 罪 をめ ぐっ て厳 しいせ めぎ合 い が続 い て い ます 。

こ うした なか 、再 審 法 改正 を求 め る各 地の地 方 自治 体 の意 見書 を採 択 させ る運 動 が

広 が りを見せ て お り、各 地 で議 会 へ の 要請活動 が お こなわれ て います 。

当連絡 会 として も冤罪 をな くす 再審 法 改正 の実 現 にむ け て奮闘 し、袴 田事 件 、 日野

町事 件 な どの再審 事 件 を は じめ 、支 援 事件 の勝 利 をめ ざ します 。 ご協力 をお 願 い しま

す。

あ わせ て、 この連 絡会 は再審 ・冤罪 事件 を支 援 す る各 支 援 組織 の 分担 金 と国 民 救援

会 と と りくんで い る 「年 末救援 統 一募 金 」な どの財 政 で 運 営 して い ます。 年 末 で各 種

の募 金 の要請 な ど大 変 だ とは思 い ます が、 ご協力 をお願 い します 。

あわ せ て、連 絡 会 の賛 助会員(年 会 費1口1000円 、2口 以上)と して入 会 され

ます よ うお願 い をいた します。

会 費 ・年末 募 金 の振 り込 みは下 記 の 口座 にお願 い い た します 。

2020年11月26日

再 審 ・えん罪 事件 全 国連 絡会

事 務局長 瑞 慶 覧 淳

*郵 便 振 替 口座

口座 番 号00180-0-688094

口座 名 義 再 審 ・え ん 罪 事 件 全 国連 絡 会

*会 費 請 求 に 行 き違 い あ りま した ら大 変 失 礼 い た しま した 。

/0

島



〈集会のお知 らせ 〉

12月11日 書
1966年 に静岡県内で起きた強盗殺人放火事件で犯

人とされ、死刑判決を受けた袴田巖 さん。半世紀に

わたって死刑の恐怖に耐え続けてきました。2014

年に静岡地裁で、間違った裁判をやりなおす再審開

始 と、拘置の停止決定が出され、袴田さんは自由 と

なりました。 しかし、東京高裁の取り消し決定で、

再収監の危険が迫っています。無実の袴田さんの命

を救 うため、最高裁で再審を勝ち取ることが必要で

す。参加し力を貸 してください。今回は最高裁要請

と合わせ、恩赦を求める法務省要請 もおこないます。

※要請参加ご希望の方は、事務局までご連絡ください。
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弁護団 再審塗妻
報告 改正の訴澄

ビデ填

メ ッセージ

水 野 智 幸 さん 周 防 正 行 さん 袴 田 秀 子 さん
(元裁判官)(映 画監督)(巌 さんの姉)

このほか、袴 田議員連 盟、各団体 か らの連帯 あいさっ

会館玄関の ロビーで

入館証を配布 します
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2018.:年12月 に お こな われ た一 日行動(Vol.1)の 様 子
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冤 罪 とた た か う3人 顔 そ ろえ ラン チ(岡 美代子 さん、青木恵子 さん、西山美香 さん)

岡さん「死 んだら再 審 できん、頑 張 る」

東住吉冤罪事件で再審無罪を勝ち取り、その後冤罪の仲間たちを救うために、全国を奔走している青木恵

子さん。自宅に遊びに来た西山美香さん(湖 東記念病院人工呼吸器事件)と思い立ち、名張毒ぶどう酒事件

の岡美代子さんを訪ねました。青木さんのレポートを紹介します。

西山さんが、大阪に遊びに来る とい うので、獄友、

仲間、時には娘のよ うな彼女に付 き合 うことに しま

した。私の 自宅に泊ま り、翌 日は娘 のお墓参 りを し

て、岡美代子 さんに会い に行 こ う!と 決 ま りま した。

10月10日 、西山 さん とシ ョッピングを して、伊

賀カズ ミさん、興一 さん夫婦 と夕食 を共に して、ま

るで娘 といるよ うな楽 しい時間を過 ごせま した。

翌11日 は、娘 のお墓参 りに行 き、37歳 の誕生 日

祝い をしてか ら、岡 さんを訪ねま した。今年 の7月

岡
さ
ん
(中
央
)を
囲
ん
で

に父 を亡 くして、同 じ歳の岡 さんの ことが心配で した。 でも、私た ちが着 くと、岡 さんは、杖 もつ か

ずに、元気な姿、笑顔で出迎えて くだ さり、集会で見ていた岡 さんとは別人のよ うにお元気 で した。

私たちの見分けがつかないよ うで したが、それ も笑い に変わ りま

した。岡 さんに、一緒 に食べま しょうと、栗 ご飯のお弁当を渡 し

て、お しゃれなクッキーのお菓子、勝利 を願 った コウペイちゃん

の赤 いだるまのぬい ぐるみを「誕生 日プ レゼン トです」と渡す と、

とて も喜んで 「嬉 しい。かわいいわ」 と言って くだ さりま した。

お菓子 とぬい ぐるみを奥西 さんの写真の横 にお供 えしま した。

3人 でお弁 当を食べていると、「みんなで食べる とおい しい」 と

審
無
罪
時
の
奥
西
さ
ん

言 っては、喜んで くだ さりま した。大崎事件、袴 田事件 の映像 を見て、 「原 ロアヤ子 さんは、93歳 で

闘ってい る。袴 田秀子 さんも強い人だね」 と。私が21年 獄 中にいた ことを話す と、びっ くりされて

いましたが、岡さんも奥西 さんが逮捕 され てか らの 日々のご苦労 などを話 して くだ さり、「こんな話が

出来 る人はい ない。また、来てね」と言われた言葉が、心 に残 りま した。「もうす ぐです よ。今度 こそ、

勝てます よ!長 生き して、残 りの人生 を楽 しみま しょ う」と私たちが話す と、岡 さん も、「私が死んだ

ら再審 も出来 ないか ら、元気でい る」 と力強 く約束 して くれま した。

コロナウィルスの感染が心配 で した。写真 を撮 る時 に岡さんが 「コロナなんか関係 ない!」 とマス

クを取 られた時 には、笑いなが らダメ、 ダメ と制 しま したが、いま裁判 が良い方向に進み出 した こと

が、岡 さん を元気に していると感 じた瞬間で した。最後に、玄関で写真 を撮ってもらって車を走 らせ

ま したが、いつまで も、岡 さんが手 を振 って見送って くだ さり、後 ろ髪 を引かれる思いで帰 りま した。

悲 しい娘の誕生 日が、西山さん、岡 さんのお陰で幸せな誕生 日とな り、天国で娘 も喜 んで くれた と

思います。10.月16日 、ホンダの損賠裁判、高裁判決 があ りま したが、一審 と同 じで除斥 を認 めた不

当判決で した。 自ら判例 を作る勇気がな く、裁判所が有罪に しておいて、無罪になって提訴 した ら除

斥 と言われ るのは、おか しい!私 は、負 けることな く上告審 で判例を作 っても らい、勝利で きるまで

闘い続 けます。 ご支援 をよろしくお願い します。
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